
事業名 指標
H26年度
〈目標値〉
①

Ｈ26/4/1現在

②

Ｈ27/4/1現在

③

達成率

③／①

認可保育所 定員 8,514 8,839 8,998 105.7%

認証保育所 定員 384 427 430 112.0%

家庭福祉員 定員 85 95 95 111.8%

箇所数（1時間） 67 72 73 109.0%

箇所数（2時間） 18 33 34 188.9%

箇所数（3時間） 2 2 2 100.0%

定員 8 8 8 100.0%

箇所数 2 2 2 100.0%

定員 28 28 28 100.0%

箇所数 7 7 7 100.0%

病後児保育事業（訪問型）
年間延べ利用回数
※一時保育事業（訪問
型）との合計回数

800 89 49 6.1%

定員 80 70 70 87.5%

箇所数 8 7 7 87.5%

定員 30 36 36 120.0%

箇所数 1 1 1 100.0%

入会児童数 4,121 3,796 4,319 104.8%

箇所数 76 79 83 109.2%

定員 184 200 233 126.6%

箇所数 19 22 26 136.8%

日数 48,000 52,050 60,800 126.7%

一時保育事業（訪問型）
年間延べ利用回数
※病後児保育事業（訪問
型）との合計回数

800 89 49 6.1%

箇所数 1 1 1 100.0%

会員数
(サポート会員のみ)

315 295 292 92.7%

定員 5 5 5 100.0%

箇所数 1 1 1 100.0%

定員 20 10 10 50.0%

箇所数 1 1 1 100.0%

育児支援訪問事業 年間延べ利用回数 830 51 102 12.3%

子育てひろばの実施 箇所数 28 32 37 132.1%

一時保育事業（施設型）

ファミリーサポートセンター
事業

平成２６年度子育て支援行動計画（後期計画）事業実施状況
【保育計画事業目標達成率】

ショートステイ事業

トワイライトステイ事業

延長保育事業

病児保育事業

病後児保育事業（施設型）

休日保育事業

夜間保育所の設置

学童保育クラブ事業
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１．子育てを支えるまち

新規事業 平成26年度実施状況 所管課

認定こども園の設置
幼保連携型認定こども園まどか幼稚園及び幼保連携型認定こ
ども園 飾二葉幼稚園を設置し、平成２７年4月から運営を開
始した。

育成課

病児保育事業
病児保育室わんぱくに続き、水元保育園を平成26年4月1日に
開設した。（定員4名）26年度利用実績　126件

子育て支援課

夜間保育所の設置
平成24年4月1日に白鳥ふたば保育園を開設　（定員36名・
夜間利用者1名）

子育て支援課

（仮称）子育て送迎ステー
ションの設置

保育定数に大きな余剰が出ている地域がないため、事業を実
施していない。

育成課

２．子どもが健康に育つまち

新規事業 平成26年度実施状況 所管課

安全・安心な妊娠・出産を迎
えるための環境づくり

妊婦健診と超音波検査の延べ利用者は44,079人、そのうち有
所見者数は459人であった。また、特定不妊治療費助成件数
は345件であった。

子ども家庭支援課

こんにちは赤ちゃん訪問事業
こんにちは赤ちゃん訪問事業の訪問件数（実数）は3,287
人、訪問割合は88％であった。

子ども家庭支援課

親と子の食育推進事業

保育園等の園児の保護者に対して、食事バランスガイドや家
庭での食育の取組についての教室を実施し、387人の保護者
が参加した。また、保育園等へ食事バランスガイドコマの貸
し出しや料理シールの配布を行った。

健康づくり課

すくすく歯育て支援事業
親子の歯育てすくすくクラブ参加率は52.7％、すくすく歯育
て歯科健診受診率は56.4％であった。

健康づくり課

母親健康診査

３歳未満の子を持つ母親を対象として２，２９５人が受診し
た。乳児、１歳６か月児健康診査時に受診票を交付するとと
もに、これらの健診に該当しない方については随時、窓口・
電話で申し込みを受け付け、受診票を交付した。

健康づくり課

配偶者暴力防止事業

配偶者暴力（ＤＶ）相談については、26年度から相談曜日を
週２回に増やした。相談件数は705件で、25年度と比較して
約1.9倍の件数となった。また、啓発物については、デートＤ
Ｖ防止啓発メモ帳とＤＶ予防啓発冊子を作成した。

人権推進課

新規事業実施状況
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３．子どもの成長をみんなで支えるまち

新規事業 平成26年度実施状況 所管課

中小企業のための仕事と生活
の調和応援事業

助成要件である東京都の助成事業が終了したため、平成25年
度から新たにワーク･ライフ･バランス支援アドバイザー派遣
事業を開始した。アドバイザーを中小企業へ派遣し、育児・
介護休業法等関係法令へ適合するよう就業規則の作成又は改
正を行い、仕事と家庭の両立、男女ともに働きやすい職場づ
くりを支援する。3企業への派遣を行った。

人権推進課

児童館での保育ボランティア
等の活用

乳幼児とその保護者を対象とした講座の講師や保育の手伝
い、及び小学生を対象とした製作や伝承遊び、館まつりの手
伝い等で述べ2,640人のボランティアの参加があった。

育成課

かつしか区民大学

地域の教育力の向上や子どもたちの健全育成を図るため、
「かつしか区民大学」で子どもに関わるボランティアを育
成・支援する講座として、「子どもボランティア総合講座」
「学校図書館ボランティア講座」「外国人児童のための学習
支援ボランティア養成講座」「遊びスタッフ養成講座」を計
21回実施し、受講者は延べ519人であった。

生涯学習課

４．子どもの安全・安心が保たれるまち

新規事業 平成26年度実施状況 所管課

（仮称）子育て支援ガイド
ブックの作成

検討の結果、既存の冊子等（「育児支援ガイドブック」等）
の内容を充実させていくこととなった。

育成課

歩道勾配改善事業
亀有二丁目、西亀有一丁目、金町二丁目において歩道勾配改
善工事を１，０００m行い、妊婦や児童等だれもが安全で快適
に通行できるようになった。

道路補修課

「おむつ替え」や「授乳ス
ペース」の設置

小さな子どもを連れた親が安心して外出を楽しめるよう、お
むつ替えや授乳ができるスペースを新たに３箇所設置し、区
内に４７箇所の「赤ちゃんの駅」を設置している。

育成課
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５．子どもの心身が健やかに成長するまち

新規事業 平成26年度実施状況 所管課

体力の向上

平成26年度の東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動
習慣等調査の結果では、 飾区の児童・生徒の体力合計点は
９学年中７学年で上昇した。しかしながら、20ｍシャトルラ
ンや持久走の「全身持久力」や50ｍ走、立ち幅跳び、ソフト
ボール・ハンドボール投げは課題があった。各校において
は、体力テストの実施結果を踏まえ、運動遊びや休み時間等
の効果的な活用、放課後等の部活動の充実、運動会やマラソ
ン大会など学校行事に向けた取組、学校の特色ある取組とし
ての「一校一取組運動」に、各校が創意工夫に富んだ学校全
体における取組を実施してきた。また、区として体力向上推
進校を８校指定し、コオーディネーショントレーニングの研
究・実践を行い、その成果を区内学校に成果還元を行ってき
た。

指導室

食育の推進

平成26年度は、各校において１名指名された食育リーダーを
中心に、食育の全体計画の見直し、食育の学校ホームページ
による事例紹介、食育の全体計画や授業指導案等を各校で共
有、栄養教諭や栄養士等を活用した食育授業等に取り組み、
食育の推進を図った。また、食育推進委員会を中心に、月に
１回、「食育だより」等の発行による家庭への啓発を行っ
た。

指導室

子ども食育クッキング等の実
施

「子ども（親子）食育クッキング」を14回実施し、256人が
参加した。

生涯学習課

総合型地域スポーツクラブ事
業

設置済みの２箇所のクラブにおいて、平成26年度は学校との
連携事業をさらに拡大し、延べ24回実施した。

生涯スポーツ課

アレルギー疾患をもつ児童・
生徒への対応

アレルギー疾患をもつ個々の児童・生徒への対応を、７４校
全校で実施した。

学務課

学校地域応援団の推進
学校地域応援団を40校で実施し、ボランティア参加者は、
33,282人であった。

地域教育課

６．親と子どもがともに学び育つまち

新規事業 平成26年度実施状況 所管課

児童館における乳幼児や保護
者への育児支援の充実

各児童館において、のびのび広場、子育て講座、年齢別活
動、母親のリラクゼーションのための講座等を実施した。ま
た、基幹型児童館では、乳幼児専用スペースを設置し、乳幼
児と保護者が午後でも安心して過ごせる環境を整えている。

育成課

児童館でのあそびの広場（小
学生）の拡充

伝承あそびや製作あそび等の実施や、子どもが中心となって
企画運営する館まつりを各館で実施した。

育成課

児童館での中高生の居場所づ
くりの充実

児童館全体で中学生26,916人、高校生4,795人の来館が
あった。中高生館である鎌倉児童館、児童会館では、午後６
時以降の中高生タイムにおいてバスケットボールやストリー
トダンス、縁日、館で活動するグループの発表会等を実施し
た。

育成課

７．一人ひとりの特性に配慮するまち

新規事業 平成26年度実施状況 所管課

母子生活支援施設の建替え
老朽化した母子生活支援施設2箇所について建て替えを行い、
２３年8月、２４年4月からそれぞれ運営を開始している。

子育て支援課

障害乳幼児療育施設利用者の
負担軽減

障害乳幼児療育施設利用者に対する助成人数は延べ665人、
葛飾区子ども発達センターの施設利用料免除者は延べ3,636
人であった。

障害福祉課
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基本目標１．　子育てを支えるまち

22 23 24 25 26

定員 8,275 8,435 8,592 8,839 8,998 人

箇所数 76 78 79 83 84 園

定員 343 416 432 427 430 人

箇所数 10 12 13 13 13 園

定員 82 86 91 95 95 人

家庭福祉員数 24 26 27 27 26 人

定員
（保育園）

0 0 0 31 286 人

定員
（幼稚園）

0 0 0 175 724 人

箇所数 0 0 0 1 3 園

1時間延長保
育の実施箇所
数

１時間以上の延長
保育を実施してい
る延べ園数

64 66 68 72 73 園

2時間延長保
育の実施箇所
数

２時間以上の延長
保育を実施してい
る延べ園数

22 25 28 33 34 園

3時間延長保
育の実施箇所
数

３時間以上の延長
保育を実施してい
る延べ園数

1 2 2 2 2 園

定員 4 4 4 8 8 人

箇所数 1 1 1 2 2 園

子育て支援課
保育管理課

育成課
子育て支援課

育成課
子育て支援課
保育管理課

育成果
子育て支援課

子育て支援課

育成課
子育て支援課

病児保育事業
【新規事業】

備考欄主な事業

認定こども園の設
置
【新規事業】

保育所に在籍中等の子どもが病気の「回復期に至らない場合」であり、か
つ、当面の症状の急変が認められない場合に、診療所等に設置した専用室で
一時的にその子どもの保育を行う事業です。

評価指標
指標説明
（参考）

年度ごとの実施状況
単位

保育所で通常の保育時間を超えて子どもを保育する事業です。

子どもの保育についての技術及び経験を持ち、区が家庭福祉員として認定し
た方が、自身の家庭で３歳未満の子どもを保育する事業です。少人数で家庭
的な環境で保育を実施します。なお、家庭福祉員の認定及び施設について
は、一定の基準が設けられています。

認証保育所

児童福祉法に基づく児童福祉施設であり、保護者が安心して就労と子育てを
両立していくために、日中保育ができない保護者に代わり、保育を行ってい
きます。

大都市特有の保育需要に対応するため、東京都独自の制度です。定員が20
～120名で駅前設置を基本とするA型と定員が６～29名で0歳～2歳児まで
を保育するB型があります。すべての保育所に13時間以上の開所を義務付
けています。施設基準等は、認可保育所に準じた基準になっています。保育
料は、施設ごとに設定しています。

就学前の子どもを、保護者の就労の有無にかかわらず受け入れ、幼児教育・
保育を一体的に提供する事業です。

事業説明

家庭福祉員

認可保育所

重点的な
取組み

延長保育事業

　　子育て支援行動計画事業実施状況（各事業達成状況一覧）

（１）仕
事と子育
ての両立
支援

所管課
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22 23 24 25 26
備考欄主な事業 評価指標

指標説明
（参考）

年度ごとの実施状況
単位事業説明重点的な

取組み
所管課

定員(施設型） 24 24 28 28 28 人

箇所数
（施設型）

6 6 7 7 7 園

年間延べ訪問
回数

※一時保育事業
（訪問型）との合
計数

21 32 97 89 49 回

定員 60 60 70 70 70 人

施設数 6 6 7 7 7 園

私立幼稚園２歳児
受入れの実施

私立幼稚園において、2歳児からの受入れを行い、幼稚園教育カリキュラム
による必要な知識の早期取得や幼児の心身の健全な発達を促します。

早期入園実施
園数

5 6 6 7 7 園 子育て支援課

預かり保育実
施幼稚園数

教育時間外の預か
り保育を実施して
いる園

28 28 28 29 29 園

３期休業中の
預かり保育実
施園

預かり保育補助金
の交付対象となる
条件を満たす園

6 6 6 7 6 園

定員 0 36 36 36 36 人

箇所数 0 1 1 1 1 園

（仮称）子育て送
迎ステーションの
設置
【新規事業】

待機児の地域格差を解消するために、駅周辺等に(仮称）子育て送迎ステー
ションを整備し、待機児の多い地域から少ない地域の保育園へ送迎を行う事
業です。

箇所数 0 0 0 0 0 か所 育成課
子育て支援課

入会児童数 3,686 3,683 3,746 3,796 4,319 人

施設数 76 78 78 79 83 か所

定員（施設
型）

132 148 173 200 233 人

箇所数
（施設型）

14 16 19 22 26 園

年間延べ訪問
回数

※病後児事業（訪
問型）との合計数

21 32 97 89 49 回

育成課
子育て支援課
保育管理課

育成課
子育て支援課
保育管理課

育成課
子育て支援課
保育管理課

子育て支援課

育成果
子育て支援課

平成２６年度の入会児童
数は、対象を小学６年生
まで拡大した数値。（平
成２７年４月１日から障
害児に限らず、６年生ま
で受け入れを拡大してい
る。）

育成課
子育て支援課

学童保育クラブ
事業

私立幼稚園での預
かり保育事業

病後児保育事業
(施設型・訪問
型）

休日保育事業

一時保育事業（施
設型・訪問型）

私立幼稚園で通常の保育時間以降や夏休みなどに子どもを預かる事業です。

保護者の就労形態が多様化する中、夜間においても保育に欠ける子どもに対
する保育を行う事業です。

夜間保育所の設置
【新規事業】

保育所に在籍中等の子どもが、病気の「回復期」であることにより、集団保
育が困難な期間、保育所等に設置した専用室で一時的にその子どもの保育を
行う事業（施設型）と家庭等に保育士等が訪問して子どもの保育を行う事業
（訪問型）です。

日曜・祝祭日や年末年始に保護者が仕事などのため保育ができない場合に子
どもの保育を行う事業です。

（１）仕
事と子育
ての両立
支援

（２）在
宅の子育
て家庭へ
の支援

放課後帰宅しても保護者の就労または疾病等の理由で適切な監護を受けられ
ない小学校低学年の児童(障害がある児童は6年生まで）に生活の場を与
え、指導、健全育成を図る事業です。小学校へ学童保育クラブを設置し、わ
くわくチャレンジ広場（放課後子ども事業）との連携などの取り組みを行っ
ていきます。

一時保育事業（施設型）は、保護者が仕事の都合や通院のほか、自身の活動
やリフレッシュなどの場合に、保育所などで一時的に子どもを保育する事業
です。
また、一時保育事業（訪問型）は、保護者の疾病・入院等により、緊急・一
時的に保育が必要な場合に、保育士等が家庭を訪問して子どもの保育を行う
事業です。
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22 23 24 25 26
備考欄主な事業 評価指標

指標説明
（参考）

年度ごとの実施状況
単位事業説明重点的な

取組み
所管課

会員数（サ
ポート会員）

271 279 276 295 292 人

会員数（ファ
ミリー会員）

1,180 1,127 1,023 1,217 1,260 人

会員数（両方
会員）

78 73 63 57 53 人

定員 5 5 5 5 5 人

箇所数 1 1 1 1 1 か所

定員 20 10 10 10 10 名

箇所数 1 1 1 1 1 か所

育児支援訪問事業
特定妊婦及び産後うつや育児不安の強い母親に対して、ヘルパーや助産師、
保育士等が家庭を訪問し、家事や子どもの保育を行う事業です。

年間延べ訪問
回数

208 93 128 51 102 回 子ども家庭支援課

子育てひろばの実
施

子育て中の親が出会い、情報交換や相談のできる拠点として子育てひろばを
設置して親の孤立化を防止します。

箇所数 23 24 27 32 37 か所 基幹型児童館含む 子育て支援課

（３）保
育サービ
スの質の
確保

第三者サービス評
価の実施

区立の保育施設において、第三者評価機関による専門的かつ客観的な立場か
らの評価を行い、保育サービスの質の向上を図ります。また、認証保育所が
第三者評価を受ける際の助成を行い、サービスの向上を促進していきます。

評価受審保育
施設数

評価を受審した区
内の保育サービス
事業所数

17 18 25 15 22 施設 福祉管理課

育成課

子ども家庭支援課

子ども家庭支援課

親の病気・出産・出張などの理由で育児が困難なとき、子どもを泊りがけで
短期間保育する事業です。

残業等で親の帰宅が遅い場合、夜間(午後10時まで)子どもを預かり、夕食
の提供など生活の援助を行います。

ショートステイ事
業

トワイライトステ
イ事業

区民相互の助け合いにより子育てを支援する事業で、支援を必要とする人
（ファミリー会員）と支援することができる人(サポート会員）を結ぶ会員
制の育児支援事業です。

ファミリーサポー
トセンター事業

（２）在
宅の子育
て家庭へ
の支援
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基本目標２．　子どもが健康に育つまち

22 23 24 25 26

受診者数
妊婦健診＋超音波
検査の延べ利用件
数

40,821 43,470 43,772 43,092 44,079 人

有所見者数
妊婦健診＋超音波
検査の延べ利用件
数

525 467 530 498 459 人

特定不妊治療
費助成件数

199 220 262 324 345 件

訪問件数（実数） 委託助産師＋保健
師

3,107 3,253 3,372 3,355 3,287 件

2か月児の育
児学級参加者
数

1,311 1,399 1,436 1,355 1,282 組

４か月健診受
診者数

3,673 3,622 3,592 3,603 3,662 人

６ヶ月＋９ヶ
月健診受診者
数

6,588 6,485 6,376 6,515 6,587 人

１歳６ヶ月歯
科＋内科受診
者実数

6,641 6,254 6,216 6,079 6,466 人

３歳健診受診者数 6,780 6,656 6,905 6,582 6,728 人

親と子のここ
ろの相談室利
用者数

実人員 66 65 69 61 58 人

１歳６ヶ月心
理経過観察(集
団）の延べ利
用者数

469 541 574 564 520 人

出張教育での
事故予防教育
実施数

25 34 42 33 26 回

リーフレット
の配布数

乳児、１歳６ヶ月
児、３歳児健康診
査時配布数

10,028 9,895 10,010 9,868 10,147 部

乳幼児の急病時応
急対策

子どもの急病時に、的確な対応・判断ができるように、緊急時の応急手当な
どを記載した育児支援ガイドブックを配布するほか、乳幼児健診・育児学
級・育児グループの際に急病時の対応を指導します。

育児支援ガイ
ドブックの配
布数・子ども
の救急の配布
数

妊娠届時・４か月
健診時配布数

7,663 7,544 7,510 7,578 7,499 部 子ども家庭支援課
保健センター

麻しん接種者
数（１期）

ＭＲ1期接種＋麻し
ん1期単独

3,827 3,486 3,559 3,599 3,613 人

麻しん接種者
数（２期）

ＭＲ２期接種＋麻
しん2期単独

3,353 3,212 3,166 3,305 3,307 人

乳幼児の事故予防
対策

家庭における乳幼児の不慮の事故を防ぐために、乳幼児健診時や児童館・育
児グループへの出張教育の際にリーフレット等を利用した事故予防教育を実
施します。

子ども家庭支援課
保健センター

はしかの予防対策
はしかが流行しないように予防接種率100%を目指し、接種状況の把握や
未接種者への勧奨を行います。 保健予防課

子ども家庭支援課
保健センター

親と子の心の健康
づくり

子どもの発達の遅れや子どもとの関わり方が不安な親に対して、親子でのグ
ループ遊びや専門家を交えたグループワークなど個々の事情に応じた有効な
方法を活用し、親子の成長を支援します。

子ども家庭支援課
保健センター

平成23年度より、超音
波検査の年齢制限（35
歳以上）がなくなり妊婦
全員が対象となった。

子ども家庭支援課
保健センター

こんにちは赤ちゃ
ん訪問事業
【新規事業】

出生通知票をもとに助産師・保健師が生後４ヶ月になるまでの赤ちゃんがい
るすべての家庭を訪問し、体重を測りながら育児上の心配ごとや産後の体調
のことなどの相談にのり、育児不安の解消を図ります。また、生後2ヶ月等
のときにお母さん同士が交流する場を提供するなど、多様なアプローチによ
り保護者の育児不安や孤独感の軽減を図ります。

子ども家庭支援課
保健センター

備考欄 所管課重点的な
取り組み

主な事業 事業説明 評価指標
指標説明
（参考）

年度ごとの実施状況

（１）母
子の健康
の推進

単位

安全・安心な妊
娠・出産を迎える
ための環境づくり
【新規事業】

妊婦健康診査14回分等を助成することにより、妊娠中の健康管理を充実さ
せます。また、不妊治療に係る費用の一部を助成し、経済的な負担を軽減し
ます。

育児支援に重点を
おいた乳幼児健診

乳幼児の疾病の早期発見・早期予防に努め、健やかな子育てを支援します。
また、母親の心の健康を重視した問診票の活用により、親の健康づくりを支
援します。
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22 23 24 25 26
備考欄 所管課重点的な

取り組み
主な事業 事業説明 評価指標

指標説明
（参考）

年度ごとの実施状況
単位

結核の予防接種
結核の予防接種ＢＣＧの接種時期は6か月未満（平成24年度まで）であ
り、４か月児健診時に保健センターで予防接種を行います。（平成25年度
からは1歳に至る者までが対象となりました。）

結核予防接種
者数

6か月未満のBCG
接種者数（25年度
からは1歳に至る者
まで）

3,651 3,563 3,564 3,476 3,609 人 保健予防課

アレルギー相
談件数

420 509 723 865 1,123 件

乳児健診時の
皮膚疾患有所
見者数

540 623 686 713 637 人

アレルギー性疾患
に関する知識の普
及啓発

アレルギー情報の提供、アレルギー性疾患の症状へのケアや予防など、リー
フレットの作成や講演会等によりアレルギー性疾患に関する正しい知識を普
及します。

アレルギーに
関する講演会
の参加者数

89 99 79 77 80 人 地域保健課

リーフレット
の配布数

15,958 15,903 16,316 17,183 17,661 部

栄養教育の実
施回数

児童館、育児グ
ループにおける指
導回数

100 94 97 85 91 回

小児生活習慣
病予防指導講
習会参加者数

受診結果で有所見
の児童・生徒数

46 27 33 0 16 人

保護者向け教
室参加者数

保育園、幼稚園等
の保護者対象

517 322 331 471 387 人

食事バランス
ゴマの貸し出
し回数

保育園、幼稚園等
への貸し出し回数

42 70 90 75 77 回

料理シール配
布数

保育園、幼稚園等
への配布数

3,480 3,000 3,000 3,000 3,000 枚

親子の歯育て
すくすくクラ
ブ参加率

10か月児とその母
親対象健康教室

38.1 43.7 51.9 53.4 52.7 ％

すくすく歯育
て歯科健診受
診率

２歳児とその母親
対象

56.5 52.9 59.0 58.2 56.4 ％

受診者数 3歳未満の子を持つ
母親対象

2,180 2,098 2,179 2,105 2,295 人

受診票交付数
（受診予定者
数）

乳児、１歳６か月
児健康診査時配布
数

6,943 6,850 6,745 7,242 7,798 人

母親健康診査
【新規事業】

子育て中の母親に対し健康診査を行うことにより、母親の疾病の早期発見、
早期治療を図るとともに、正しい健康習慣を確立し生活習慣病を未然に防止
することで、健やかな子育てを支援します。

健康づくり課

親と子の食育推進
事業
【新規事業】

保育園等の保護者に対して、家庭での食育の取り組みに関する教室を実施し
ます。また、幼児向け食事バランスガイドコマの貸し出しや教材の提供を通
して、園における食育の推進を支援します。

健康づくり課
保健センター

すくすく歯育て支
援事業
【新規事業】

子どものむし歯が急増する２歳期に母子双方の歯科健診と予防処置を行うこ
とにより、かかりつけ歯科医の定着を促し、子どものむし歯を予防します。
また、歯育てに関する知識の普及啓発のために健康教育を実施します。

健康づくり課

アレルギー相談の
実施

乳幼児健診等での個別相談のほか、アレルギー相談窓口を設置し、随時相談
に応じます。必要に応じて栄養士や環境衛生担当者、食品衛生担当者等と連
携して相談体制の充実を図ります。

地域保健課
健康づくり課
保健センター
生活衛生課

子ども家庭支援課

栄養教育の実施

子どもの健やかな成長や発達のために、母親学級、乳幼児健診、児童館、育
児グループ等における栄養指導やリーフレットの配布により望ましい食生活
についての栄養教育を実施します。また、小学校4年生及び中学校1年生の
児童・生徒と前年度の受診者で医学的管理や経過観察が必要と判断された者
のうち希望者に小児生活習慣病予防健診を実施します。保護者向けリーフ
レットの配布や所見のある児童・生徒の保護者を対象とした小児生活習慣病
予防指導講習会を実施するなど健康的な生活習慣を身につけられるように指
導します。

小児生活習慣病予
防指導講習会参加
者数については、
学務課担当

H25の小児生活習
慣病予防指導講習
会はH26.2.15に
予定していたが、
大雪のため中止と
なった。

健康づくり課
保健センター
学務課

（１）母
子の健康
の推進
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22 23 24 25 26
備考欄 所管課重点的な

取り組み
主な事業 事業説明 評価指標

指標説明
（参考）

年度ごとの実施状況
単位

医療証交付数
（乳幼児、子
ども）

55,229 55,236 56,025 56,460 56,292 件

中学校３学年
までの医療費
助成件数

988,651 994,940 1,004,207 991,807 993,616 件

エジンバラ産
後うつ質問の
受診人数

3,923 3,915 3,458 3,520 3,525 人

個別相談件数
保健センター個別
相談＋子ども家庭
支援課虐待相談

1,059 1,264 1,200 1,795 1,708 件

グループワークの
実施

「子どもとの接し方がわからない」「子どもの愛し方がわからない」などの
悩みを持つ親に対してグループで話し合う機会を設定し、親の支援を通して
児童虐待を予防します。

実施回数 0 1 0 1 0 回
ファシリテータ養成
のみ

育児支援訪問事業
（再掲）

特定妊婦及び産後うつや育児不安の強い母親に対して、ヘルパーや助産師、
保育士等が家庭を訪問し、家事や子どもの保育を行う事業です。

派遣回数 208 93 128 51 102 回

要保護児童対
策地域協議会
開催回数(代表
者会)

1 1 1 1 1 回

事例検討会開
催回数

実務者会議 18 18 18 20 20 回

虐待相談の実施
虐待に関する相談を受け、児童相談所や各関係機関と連携して子どもの安全
を確保するとともに、家族への援助を実施します。

虐待相談件数 虐待に関する相談
件数

131 147 165 210 293 件 子ども家庭支援課

定員 5 5 5 5 5 人

施設数 1 1 1 1 1 か所

サポートして
いる家庭の件
数

児童擁護施設等の
措置後に親元で生
活しているケース
の件数

12 11 9 4 4 件

新規依頼件数 児童相談所からの
依頼件数

3 0 2 0 0 件

子どもの心理
療法実施延べ
件数

54 99 79 55 35 件

親のカウンセ
リング実施延
べ件数

212 128 225 226 155 件

子どもと親に対す
る支援の実施

虐待を受けた子どもの心理療法、親に対するカウンセリング等を実施し、安
定した生活を送れるように支援するとともに、虐待の再発を防止します。

子ども家庭支援課

ショートステイ事
業（再掲）

親の養育機能が低下している場合に、施設で子どもを一時的に預かり、子ど
もを虐待から保護していきます。

子ども家庭支援課

見守りサポート
児童養護施設等での措置終了後に家庭復帰となり、再び家族で過ごす親子に
対して、地域での見守りを行います。

評価指標、指標説明（参考）
を修正しました。 子ども家庭支援課

虐待防止早期支援
事業

子ども家庭支援課と保健センターが連携して虐待予防、早期発見を行いま
す。産後うつの早期発見と支援を行い、必要な場合は精神科医等による相談
につなげます。また、保健師が健診未受診者の状況を把握して、育児不安や
孤立感に悩む親に対する支援を推進します。

子ども家庭支援課
保健センター

子ども家庭支援課

要保護児童対策地
域協議会

要保護児童、要支援児童及び特定妊婦に関する事例検討や連携方法の確認を
関係機関で定期的に行い、適切な援助を実施して虐待を予防します。

指標説明（参考）欄
「＋援助調整会議」を削除し
ました。

子ども家庭支援課

子ども医療費助成
の実施

中学校3年生までの児童に対し、食事療養費自己負担分、差額ベッド代等を
除いた保険診療自己負担分の助成を行い、医療費負担を軽減します。

子育て支援課

（１）母
子の健康
の推進

（２）児
童虐待の
防止
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22 23 24 25 26
備考欄 所管課重点的な

取り組み
主な事業 事業説明 評価指標

指標説明
（参考）

年度ごとの実施状況
単位

配偶者暴力防止事
業
【新規事業】

配偶者暴力（ＤＶ）は、暴力を受ける配偶者だけでなく、同居する子どもの
心身にも深刻な影響を及ぼします。配偶者とその子どもたちが健康で安全に
生活することができるようにＤＶ相談を実施します。また、ＤＶの早期発見
に向けた啓発パンフレットの作成・配布を行います。

相談件数 400 449 399 365 705 件 人権推進課

（仮称）子ども総
合センターの整備

すべての子どもと家庭に対して妊娠・出産期から学齢期・思春期に至るまで
の一貫したきめ細やかなサービスを行う拠点として（仮称）子ども総合セン
ターを整備します。特に、児童虐待防止に総合的に取り組む体制を強化しま
す。

整備箇所数 0 1 1 1 1 か所 育成課

（２）児
童虐待の
防止
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基本目標３．　子どもの成長をみんなで支えるまち

22 23 24 25 26

中小企業のための
仕事と生活の調和
応援事業
【新規事業】

東京都が実施する「東京都中小企業両立支援推進助成金」に対する上乗せ助
成を行うことで、企業に対するワーク・ライフ・バランスの意識啓発や次世
代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定を促進します。

企業への助成件数 7 4 4 2 3 件

※助成要件の東京都事業の終
了に伴い、本事業を終了し、
平成25年度から新たにワー
ク･ライフ･バランス支援アド
バイザー派遣事業を開始し
た。アドバイザーを中小企業
へ派遣し、育児・介護休業法
等関係法令へ適合するよう就
業規則の作成又は改正を行
い、仕事と家庭の両立、男女
ともに働きやすい職場づくり
を支援する。

人権推進課

子育て支援活動の
拠点整備

子育て支援に関する活動団体に活動場所を提供するとともに、活動のノウハ
ウや、活動団体同士の情報交換を行うネットワークの拠点を子ども総合セン
ター、基幹型児童館に整備します。

実施か所数 0 1 1 1 1 か所 育成課
子育て支援課

児童館での保育ボ
ランティア等の活
用
【新規事業】

児童館の子育て講座等において、地域の子育て経験の豊富な方々にボラン
ティアとして乳幼児の保育を手伝ってもらったり、児童館の製作事業等にお
いて地域の方々が持っているさまざまな子育て支援のノウハウを活用しま
す。

活動者数 1,738 3,852 4,233 3,450 2,640 人 育成課

延べ実施回数

子どもボランティ
ア総合講座(前期・
後期)、学校図書館
ボランティア講
座、外国人児童の
ための学習支援ボ
ランティア養成講
座

24 23 22 25 21 回

延べ受講者数

※他所管主催の
関係講座の回
数、受講者数は
含めない。

706 591 619 637 519 人

人権推進課回

生涯学習課

指標説明
（参考）

単位 所管課

平成２４年度より、
人権推進課が主体と
なって開催。

備考欄

1

（３）地
域の人材
育成

かつしか区民大学
【新規事業】

1

区内の企業向けにセミナーを実施し、ワーク・ライフ・バランスの推進や育
児休業制度の定着を図ります。また、事業者が次世代育成支援対策推進法に
基づく行動計画を策定すること等について企業の理解を促進します。

（２）地
域の社会
資源の活
用

企業向けセミナー
の実施

0
セミナーの実
施回数

地域の教育力の向上や子どもたちの健全育成を図るため、区民大学で子ども
に関わるボランティアを育成・支援する講座を実施します。

重点的な
取り組み

主な事業

（１）企
業の取り
組みの支
援

評価指標事業説明

1

年度ごとの実施状況

1
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基本目標４．　子どもの安全・安心が保たれるまち

22 23 24 25 26

公園・児童遊
園の新設実績

当該年度に新規開
園する公園等の面
積

1811.09 560.85 934.27 71309.44 0 ㎡ H26新規開園無し 公園課

公園・児童遊
園の改良実績

当該年度に改良工
事を行った公園等
の園数

4 2 4 6 4 園
H26改良工事
新小岩、新宿、砂原第
一、堀切公園

公園課

公園の安全点検
日常の公園巡回点検のほか、自主管理団体・所轄警察・地域町会・学校等と
の連携を図り、事故や犯罪から未然に子どもたちを守る取り組みを行いま
す。

公園の安全点
検箇所数

安全点検の対象と
なる公園の箇所数

312 310 310 312 312 か所
H26.４.1数量
児童遊園、条例設置公園
含む

公園課

延べ実施回数 講座等開催回数 8 8 6 7 7 回

延べ参加者数 講座参加者数 315 452 191 303 365 人

参加取組団体
数

青少年育成地区委
員会、PTA等講座
参加団体数（アン
ケート実施団体数
を記載）

6 12 5 6 9 団体

あんしん歩行
エリア全体整
備基本計画策
定の執行率

30 61 70 70 90 ％

交通安全施設
等工事の整備
延長

歩道勾配改善工事
を施工した道路延
長

130 840 750 0 1,000 ｍ

通学路の交通
安全点検の実
施小学校数

小学校と協力して
通学路の交通安全
点検を実施した学
校数

6 4 27 3 4 校

「だれでもトイ
レ」の設置

公園を整備する際には、ベビーキープ（乳幼児専用いす）等を常設した「だ
れでもトイレ」を設置します。

設置箇所数 6 3 5 6 4 か所
H2６設置
新小岩、新宿、砂原第
一、堀切公園

公園課

（仮称）子育て支
援ガイドブックの
作成【新規事業】

妊娠から出産、子どもが中高生になるまでの子育て支援サービスに関する情
報をまとめたガイドブック（冊子）を作成します。

配布部数 0 0 0 0 0 部 育成課

歩道勾配改善事業
【新規事業】

妊婦や幼児、ベビーカー等誰もが安全で快適に通行できるよう、歩道の勾配
を緩やかにするよう改善します。

改善箇所数 25 34 30 0 40 か所 道路補修課

「おむつ替え」や
「授乳スペース」
の設置　【新規事
業】

小さな子どもを連れた親が安心して外出を楽しめるよう、おむつ替えや授乳
などができるスペースを公共施設等に設置します。

設置個所数 0 35 39 44 47 か所 育成課

生涯学習課

（２）親
と子ども
が外出し
やすい道
路や施設
環境の整
備

あんしん歩行エリ
ア整備事業

「あんしん歩行エリア」の整備対象に指定された立石・堀切・四つ木の約２
８４ｈａの地区において、車・人・自転車の錯綜による交通事故の多発、放
置自転車、違法駐車による道路機能の低下、バリアフリー化への対応などの
地域住民が抱える交通安全に関する課題の解消のため、区と警察が連携して
交通安全施設の整備等を重点的に実施します。

道路補修課

（１）子
どもの安
全を守る 安心・安全な公園

づくり
植栽や建築物および照明施設の配置に配慮した、犯罪抑止効果の高い見通し
が良好で安心・安全な公園づくりを行います。

子どもを犯罪から
守るまちづくり活
動支援

子どもへのアンケートから犯罪危険の実態を明らかにし、犯罪危険地図づく
り、まちぐるみの点検活動を通した危険箇所の改善や子どもを守る活動が区
内に広がるよう支援します。

単位 備考欄 所管課重点的な
取り組み

主な事業 事業説明 評価指標
指標説明
（参考）

年度ごとの実施状況
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22 23 24 25 26
単位 備考欄 所管課重点的な

取り組み
主な事業 事業説明 評価指標

指標説明
（参考）

年度ごとの実施状況

子どもと子育て中
の親の意見を取り
入れた児童館づく
り

児童館の行事や企画に子どもや地域の人たちの意見を取り入れ、利用者の視
点に立った児童館づくりを進めます。

児童館運営協
議会等

81 82 93 83 88 回 文書管理システム上の運
営協議会の件数 育成課

あんしん歩行
エリア全体整
備基本計画策
定の執行率

30 61 70 70 90 ％

交通安全施設
等工事の整備
延長

歩道勾配改善工事
を施工した道路延
長

130 840 750 0 1,000 ｍ

通学路の交通
安全点検の実
施小学校数

小学校と協力して
通学路の交通安全
点検の実施した学
校数

6 4 27 3 4 校

（３）ま
ちづくり
や子ども
の遊び場
づくりに
子どもや
子育て中
の親の参
画の推進

あんしん歩行エリ
ア整備事業（再
掲）

「あんしん歩行エリア」の整備対象に指定された立石・堀切・四つ木の約２
８４ｈａの地区において、車・人・自転車の錯綜による交通事故の多発、放
置自転車、違法駐車による道路機能の低下、バリアフリー化への対応などの
地域住民が抱える交通安全に関する課題の解消のため、区と警察が連携して
交通安全施設の整備等を重点的に実施します。

道路補修課
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基本目標５．　子どもの心身が健やかに成長するまち

22 23 24 25 26

学習支援講師
の勤務時間

69,079 72,579 74,139 62,315 46,030 時間

学習支援講師
数

69 75 74 55 48 人

授業時数と学習機
会の確保

1週あたりの授業コマ数の増加や土曜日の活用、放課後、家庭学習により、
学習機会を確保していきます。

授業時間増加
学校数

74 74 74 74 74 校

土曜日授業として「 飾
教育の日」を平成22年
度から年5～9回試行
し、平成23年度から年
11回全校実施した。
夏季休業日の5日間短縮
は、平成25年度をもっ
て廃止した。

指導室

総合的な学習の時
間の充実

体験的な学習を中心に授業内容を充実させていきます。教科では学べないよ
うな横断的な学習を実施していきます。

総合的な学習
が好きな児童
生徒の割合

72.7 72.2 77.4 73.8 74.4 ％

新学習指導要領の本格実
施により「総合的な学習
の時間」の授業時間数が
減少している。

指導室

コンピュー
ター導入台数

2,374 2,374 2,230 2,930 2,930 台 学務課
指導室

インターネッ
ト接続校数

74 74 74 74 74 校 学務課
指導室

学校図書館支
援指導員数

73 73 73 73 73 人

図書検索シス
テム導入校数

73 73 73 73 73 校

家庭教育に関
する学習の実
施回数

学習会の実施回数 53 60 51 51 47 回

父親の会・お
やじの会の団
体数

区立小・中学校の
父親の会・おやじ
の会の団体数

25 26 26 24 23 団体

スクールカウ
ンセラーへの
相談件数

31,574 34,318 30,636 32,444 32,162 件

適応指導教室
への入級者数

52 49 39 43 80 人

適応指導教室
からの退級者
数

38 39 20 23 44 人

セーフティ教室の
実施

警察署を中心に関係機関と連携しながら、児童・生徒の健全育成の活性化及
び充実を図るためのセーフティ教室を実施し、学校・家庭・地域で子どもの
非行・犯罪被害防止を図っていきます。

セーフティ教
室の実施学校
数

73 73 73 73 73 校 指導室

健全育成、生活指
導の充実

学校支援指導員を学校の実情に応じて配置し、問題行動への未然防止、早期
対応、早期解決を図っていきます。

学校支援指導
員数

13 12 11 12 15 人 指導室

いじめ・不登校へ
の対応

いじめや不登校の予防対策や発生後の対策として全校に配置したスクールカ
ウンセラーを活用し、きめ細かく、粘り強く組織的に対応していきます。

指導室

司書教諭や学校図書館支援指導員との十分な連携のもと、学校図書館ボラン
ティアが運営に参加できる仕組みづくりを進めるとともに、公立図書館の資
料を利用しやすくするため、学校図書館にインターネットに接続できる蔵書
検索用のコンピュータの設置を検討していきます。

指導室

家庭教育の充実

子育てや家庭教育に関する自主的な学習を推進するために「家庭教育応援制
度」を設け、専門の講師を派遣していきます。また、子どもの生活習慣を確
立する取り組みとして、「早寝・早起き、朝ごはん食べよう」カレンダーの
配付をはじめ、「ノーテレビ・ノーゲームデー」の学習会や、就学を控えた
子どもをもつ保護者の不安の軽減につなげるとともに就学に向けての心構え
ができるような講座を行っていきます。また、「家庭教育のすすめ」を作成
し、ＰＴＡ研修会や保護者会等で周知していきます。

地域教育課

年度ごとの実施状況

（１）確
かな学力
の定着 わかる授業の推進

学習支援講師を増員し、少人数指導や習熟度別授業を充実するとともに、学
習の習熟が十分でない児童･生徒に授業中の学習補助として、学習サポー
ターの配置や保護者、学生ボランティアなどの授業への協力を進めます。

学力伸び伸びプランに統
合していくため時間・人
数が減少している。

指導室

情報教育の充実
情報機器を活用した授業の充実や児童・生徒の情報活用能力の向上、情報モ
ラル教育を積極的に推進していきます。

24年度からコンピュー
タ台数は学務課が導入し
ているコンピュータ教室
等の台数を回答(H25→
小49校×40台+保田1校
×10台+中24校×40台
=2,930台)。
インターネット接続校数
は指導室の担当に確認済
み。

読書指導・学校図
書館の充実

（２）豊
かな心の
育成

単位 備考欄 所管課重点的な
取り組み

主な事業 事業説明 評価指標 指標説明
（参考）
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22 23 24 25 26

年度ごとの実施状況
単位 備考欄 所管課重点的な

取り組み
主な事業 事業説明 評価指標 指標説明

（参考）

中学校部活動
参加児童生徒
数

7,355 7,808 7,940 7,805 7,883 人

地域顧問指導
者数

32 31 25 26 26 人

地域技術指導
者数

98 90 97 90 106 人

体力の向上
【新規事業】

児童・生徒の体力の向上のため、体育授業の充実を図るとともに、体を動か
すことが好きになるよう運動する機会を増やしていきます。

体力調査の体
力合計点

東京都統一体力テ
ストの都平均を上
回る学校の比率

30.3 40.5 32.8 41.9 ％

全国調査が抽出に変更と
なる等、指標の算出が困
難となったため、事業内
容、指標を変更。

指導室

食育の推進
【新規事業】

各学校で食育推進チームを編成し、食育リーダーを選任して、「食育指導計
画」を作成するとともに、家庭や地域との連携を図りながら、食育の推進を
図っていきます。

実施校数

学校のすべてのク
ラスにおいて食育
に関する指導を
行った学校数

56 61 61 74 74 校 指導室

実施回数 13 14 14 14 14 回

参加者数 275 251 254 238 256 人

総合型地域スポー
ツクラブ事業【新
規事業】

子どもから高齢者まで、身近な地域で気軽にスポーツを親しめるよう、地域
住民が主体となって実施する総合型地域スポーツクラブの設立・充実を支援
していきます。

設置箇所数 2 2 2 2 2 か所 生涯スポーツ課

アレルギー疾患を
もつ児童・生徒へ
の対応【新規事
業】

アレルギー疾患をもつ個々の児童・生徒について、学校における各種の取り
組みを医学的根拠に基づき、安全・確実で効率的な方法で実施していきます

実施校数 74 74 74 74 74 校 学務課

特色ある学校づく
りの推進

他校にはない独自性を打ち出していくため、教育活動を重点化して、予算を
重点的に配分するなど、「特色ある学校づくり」に取り組みます。

特色ある学校
づくり実施学
校数

74 74 74 74 74 校 指導室

研修参加者数 7,620 7,696 7,557 7,894 6,259 人

研修会実施回
数

127 130 145 146 218 回

学校評価制度の推
進

学校の教育活動について、保護者や地域社会に情報を発信し、開かれた学校
づくりを一層進めるとともに、適正な評価を受けていきます。

学校評価実施
学校数

74 74 74 74 74 校 指導室

実施学校数 18 21 28 33 40 校

ボランティア
参加者数

年間を通して活動
に参加したボラン
ティアの延べ人数

16,000 22,573 25,621 30,248 33,282 人

学校地域応援団の
推進
【新規事業】

各学校に「学校地域応援団」を設置し、地域コーディネーターを中心に地域
の人や団体の協力を調整し、学習支援や環境整備などについて学校の求めに
応じた支援活動を展開していきます。

地域教育課

（３）健
やかな体
の成長

子ども食育クッキ
ング等の実施
【新規事業】

児童期から料理づくりの楽しさを体験し、食への関心を育む「子ども（親
子）食育クッキング」の事業を区内各所で開催します。

生涯学習課

（４）良
好な教育
環境の整
備

教職員の資質・能
力の向上

すべての教員がその職としての特性や個々のライフステージに合わせて資
質・能力が向上できるように、さまざまな研修や研究活動を充実させていき
ます。

指導室

部活動の充実
地域の専門指導者を部活動の顧問や技術指導者とする取り組みを推進し、更
なる部活動の充実を図っていきます。

地域教育課

（２）豊
かな心の
育成
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基本目標６．　親と子どもがともに学び育つまち

22 23 24 25 26

母親の延べ参
加者数

母親・ファミ
リー・休日パパマ
マ学級の母親参加
者数

1,739 1,584 1,507 1,405 1,571 人

父親の延べ参
加者数

母親・ファミ
リー・休日パパマ
マ学級の父親参加
者数

487 490 491 531 710 人

配布数 ブックスタート
パックの配布数

3,622 3,612 3,594 3,617 3,693 部

参加者数 ブックスタートの
会延べ参加者数

3,622 3,612 3,594 3,617 3,693 人

１歳児の子育
て講座延べ参
加者数

385 442 348 285 0 人

２歳児の子育
て講座延べ参
加者数

721 463 373 328 0 人

３歳児の子育
て講座延べ参
加者数

0 0 0 0 0 人

新規の育児グ
ループ支援数

80 86 88 76 131 組

多胎児等の育
児グループの
支援数

双子の会等 2 6 5 7 6 組

子育てひろばの実
施（再掲）

子育て中の親が出会い、情報交換や相談のできる拠点として子育てひろばを
設置して親の孤立化を防止します。

実施箇所数 23 24 27 32 37 か所 基幹型児童館含む 子育て支援課

相談・訪問・
ケース会議等
相談員の活動
数

活動件数 9,690 8,517 8,771 11,545 11,690 件

関係機関との
連携件数

子ども家庭支援課
から関係機関への
連携件数

718 615 591 1,046 957 件

悩みごと相談の実
施

夫婦や子ども、家庭のことなど母親をはじめとした女性が抱える悩みなどの
相談に対応します。

相談件数 1,072 984 872 903 956 件 人権推進課

育児グループの育
成・支援

同じ月齢の子を持つ母親のグループのほか多胎児のグループなど多様な育児
グループに対して、健康情報等を提供し、育児の問題に対する理解と問題解
決方法を学ぶとともに子育て中の親同士の仲間づくりを推奨し、親の孤立と
育児不安を解消します。

子ども家庭支援課
保健センター

子ども家庭支援課
子ども家庭支援セ
ンター

子ども家庭支援課
保健センター

ブックスタート事
業

乳幼児健診時に絵本の入ったブックスタートパックを渡して絵本読みを行い
ます。一緒に絵本を読むことの楽しさや絵本を介して子どもとふれあうこと
の喜びを伝えます。

中央図書館

子どもの年齢や発達段階に合わせた多様な学習プログラムを提供することに
より、親の育児不安を軽減し、孤立感を解消します。また、そこで知り合っ
た保護者同士が交流・学習を続けていくための支援をします。

平成22年度から３歳児
の子育て講座は、２歳児
の子育て講座に統合し
た。

平成２６年度から、対象
を翌年に小学校入学を控
えた保護者に変更し、小
学校入学後の子どもの様
子や就学に向けての保護
者の心構え、親子のコ
ミュニケーションの大切
さについて学んでもらっ
た。
【参加人数】全２回
３コース合計６４人（延
べ）

育成課
地域教育課
保育管理課

子ども家庭支援課
保健センター
健康づくり課

所管課重点的な
取り組み

主な事業 事業説明 評価指標
指標説明
（参考）

年度ごとの実施状況

（２）相
談や出会
いの場の
提供

親の学びのプログ
ラム

単位 備考欄

18歳までの子どもや子育て・家庭に関する総合的な相談を受けるととも
に、深刻な問題に対しては、児童相談所や保健所・保健センター等関係機関
と連携しながら継続的に支援します。

(1)親が子
育てを学
ぶ機会の
提供

母親学級・ファミ
リー学級・休日パ
パママ学級

父として母としての心構えや両親が助け合って育児ができるように妊娠中の
生活・出産の話、お風呂の入れ方を実習します。平日に参加できない夫婦の
ために、休日を利用して休日パパママ学級を実施し、先輩パパママの子育て
体験談を聞く場を提供します。
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22 23 24 25 26
所管課重点的な

取り組み
主な事業 事業説明 評価指標

指標説明
（参考）

年度ごとの実施状況
単位 備考欄

（２）相
談や出会
いの場の
提供

児童館における乳
幼児や保護者への
育児支援の充実
【新規事業】

乳幼児と保護者が気軽に児童館を利用し、「のびのび広場」、「子育て講
座」、「親同士の交流」、「子育て相談」の各事業を通して子育て中の保護
者が安心して子育てできる環境を支援していきます。

事業延べ来館
者数

326,250 319,945 315,923 292,518 302,516 人 育成課

（３）次
の親世代
の育成

乳幼児とのふれあ
い体験の推進

保育園等において、小学生・中学生・高校生が小さな子どもとふれあう場を
提供することを促進していきます。

参加者数
中高生ヘルパー体
験講座等における
延べ参加者数

40 62 64 76 62 人
育成課

子育て支援課
保育管理課

乳幼児の利用に配
慮した遊び場づく
り

次の視点から乳幼児の利用に配慮した遊び場づくりを進めます。
① 公園には、幼児にも利用できる遊具を設けます。また、幼児が安心して
遊べるよう、幼児コーナーを設けるよう努めます。
②幼児コーナーには、幼児の利用頻度の高い砂場を設けます。
③砂場には柵を設け、犬猫のフン害による衛生面に配慮します。

砂場柵設置箇
所数

犬猫が砂場に入る
ことを防止する柵
の設置箇所数

2 2 2 2 0 か所
H2６は撤去・新設
新宿、砂原第一、堀切公
園

公園課

児童登録率 登録児童数÷在籍
児童数×１００

80.8 78.6 77.5 77.5 77.1 ％

登録児童数 登録児童数 10,135 10,040 10,020 9,986 9,921 人

子ども会の団
体数

飾区子ども会育
成会連合会に加入
団体の数

98 93 93 86 84 団体

子ども会の会
員数

飾区子ども会育
成会連合会に加入
団体の子ども会員
数

7,765 6,776 6,887 6,412 6,303 人

行事の実施回
数

各子ども会が実施
した行事の回数

4,463 4,343 5,184 5,197 7,527 回

延べ実施回数 483 467 500 344 543 回

延べ参加者数 3,896 3,748 3,938 3,581 7,249 人

ヤングアダル
トコーナー蔵
書数

50,352 53,154 55,303 56,844 57,940 冊

中高生の貸出
冊数

１３歳から18歳ま
での利用者の年間
貸出冊数

119,071 136,160 132,016 173,659 159,284 冊

中高生の登録
者数

１３歳から18歳ま
での図書館利用登
録者人数

18,004 17,944 21,450 22,480 22,960 人

行事の実施回
数

青少年育成地区委
員会が実施した行
事の回数

52 55 59 139 92 回

行事の参加人
数

青少年育成地区委
員会が実施した行
事の参加人数

4,225 4,231 6,359 18,949 17,683 人

地域教育課

生涯学習課

図書館のヤングア
ダルトコーナーの
充実

中高生向けの資料の充実を図りながら、参加型の企画やグループ学習のでき
るスペースの提供を行い、ヤングアダルトコーナーの利用を促進します。

中高生の地域参画
の推進

青少年育成地区委員会や青少年委員会の協力を得ながら、中高生の地域行事
への参画を推進していきます。

地域教育課

地域の子ども会活
動の充実

地域の子ども会やジュニアリーダーの活動の充実を図り、子どもたちが地域
行事へ主体的に参加する取り組みを推進していきます。

地域教育課

青少年対象事業の
実施

青少年が学び交流館等、区の施設を利用しながら仲間と交流を深め、活動で
きるよう各種事業を実施します。

中央図書館

わくわくチャレン
ジ広場
（放課後子ども事
業）

小学生の放課後等の「楽しい居場所」であるわくわくチャレンジ広場（放課
後子ども事業）では、自由遊びとともに、学習や文化・スポーツ活動など、
内容の充実を図り、子どもたちの社会性や創造性を育んでいきます。また、
学童保育クラブと連携し、放課後子どもプランを推進していきます。

（４）年
代や興
味・関心
に応じた
さまざま
な子ども
の居場所
づくり
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22 23 24 25 26
所管課重点的な

取り組み
主な事業 事業説明 評価指標

指標説明
（参考）

年度ごとの実施状況
単位 備考欄

ボランティアの奨
励

中高生が他人から必要とされる喜びを体験するため、ボランティア活動の場
を設け、ボランティアの奨励をしていきます。

ボランティア
体験者数

ボランティアセン
ターでの体験講座
参加者数（実数）

114 85 75 41 58 人
人数は述べ数
２３年度より夏休み体験活動
から１年を通じてのボラン
ティアスクールに事業を変更

ボランティアセンター

延べ参加者数 228,377 210,108 204,760 198,084 198,243 人

延べ開館数 全児童館の開館日
数の合計

8,568 8,596 8,589 8,624 8,596 日

延べ来館者数 32,815 33,496 32,027 29,762 31,711 人

延べ開館数 全児童館の開館日
数の合計

8,568 8,596 8,589 8,624 8,596 日

児童館でのあそび
の広場（小学生）
の拡充
【新規事業】

小学生の自主性、社会性、創造性を育み、子どもたちの健やかな育成を図る
ために、集団あそびや伝承あそび、読み聞かせや工作などを指導員のもとで
子どもたちの声を取り入れながら安全に行います。

児童館での中高生
の居場所づくりの
充実
【新規事業】

中高生が気軽に集い、簡単なゲーム等で憩える場や、バンドやダンスなどの
自主的な活動の場を提供することで、中高生の健全育成と仲間づくりを支援
します。

育成課

育成課

（４）年
代や興
味・関心
に応じた
さまざま
な子ども
の居場所
づくり
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基本目標７．　一人ひとりの特性に配慮するまち

22 23 24 25 26

相談受付件数
母子相談(貸付＋母
子支援施設＋ＤＶ
相談含む）

3,138 3,413 2,788 3,129 4,061 件

相談処理件数
母子相談(貸付＋母
子支援施設＋ＤＶ
相談含む）

288 273 294 425 383 件 ＊平成25年度から償還
　処理件数も計上

母子支援施設
入所件数

公立母子支援施設
＋私立母子支援施
設

15 14 30 31 33 件
＊平成24年度からは
　すべて私立母子生活
　支援施設

貸付件数
母子福祉資金貸付
＋母子福祉応急小
口貸付

159 168 139 111 99 件

区緊急一時保
護及び宿泊助
成件数

13 8 20 8 9 件

ひとり親医療
助成件数

61,492 63,069 63,740 64,687 64,193 件

児童育成手当
受給者数

３月末受給者数 5,085 5,125 5,095 5,123 5,045 人

児童扶養手当
受給者数

３月末受給者数 3,630 3,670 3,708 3,666 3,650 人

母子生活支援施設
の建替え
【新規事業】

老朽化の進む施設の建替えに伴い、母子世帯の安定した生活状況を確立する
ためのサービス向上、自立促進を図ります。

整備箇所数 0 2 0 0 0 か所 子育て支援課

通園事業延べ
利用児数

5,354 6,906 7,004 5,523 6,163 人 障害者施設課
子ども家庭支援課

訓練事業延べ
利用児数

3,031 2,782 2,966 4,201 2,980 人 障害者施設課
子ども家庭支援課

一時保育述べ
利用児数

53 62 121 49 24 人 障害者施設課
子ども家庭支援課

発達相談件数 267 382 583 580 643 件 障害者施設課
子ども家庭支援課

ふれあい交流の実
施

障害のある児童とない児童が互いに交流し、その保護者も障害について理解
する場を提供します。

参加者数 49 46 39 41 47 人 育成課

医療助成受給
件数

妊娠中毒症＋養育
＋育成＋療育医療
受給件数

125 122 139 126 111 件 子ども家庭支援課
保健センター

乳幼児精密健
康診査受給件
数

155 121 147 148 131 件 子ども家庭支援課
保健センター

助成人数 延べ人数 412 579 464 575 665 人
障害福祉課
障害者施設課

施設利用料免
除者

延べ人数（ 飾区
子ども発達セン
ター）

1,836 1,320 2,604 3,372 3,636 人

本園での受入数は減少し
たが、平成２６年６月よ
り子ども発達センターの
分室を移転拡張したため
の増

障害福祉課
障害者施設課

障害乳幼児療育施
設利用者の負担軽
減
【新規事業】

地域社会における障害のある乳幼児の発達や自立を促進し、早期療育を充実
させるために、保護者の経済的な負担を軽減します。

（１）ひ
とり親家
庭への支
援

ひとり親家庭の総
合支援の実施

経済的な問題、就労、子どもの養育などさまざまな悩み相談に応じて助言・
情報提供を行うほか、母子世帯に対して「母子自立支援プログラム策定事
業」を実施し、就業・自立を支援します。

（２）特
性に合わ
せた支援
が必要な
子どもへ
の支援

子ども発達セン
ター

子育て支援課

知的障害や発達の遅れが心配される1歳6か月から就学前の児童に対して、
発達段階に応じた小集団指導や個別指導を実施します。
また、一時的に保育が必要な障害のある児童の一時保育を実施します。

平成23年度までは訓練
事業を児童デイサービス
事業として実施
平成23年度から発達相
談は子ども家庭支援課で
実施
平成25年６月に子ども
発達センター分室を開設
平成25年度　　延べ利
用児童数1,851人　平成
26年度　述べ利用児童
数　4,412人

疾病・障害の早期
発見、早期対応

単位 備考欄 所管課

未熟で出生した乳児の入院中の医療費、精密検査を受ける必要のある乳幼児
の検査料、機能回復に必要な医療費などを助成することにより、子どもの健
康管理に係る経済的負担を軽減して早期の治療・療育を図ります。

重点的な
取り組み

主な事業 事業説明 評価指標 指標説明（参考）
年度ごとの実施状況
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